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様式第５号（第８条関係） 
 

令和７年度  第３回 大和郡山市入札監視委員会議事概要書 

 
 
開催日及び場所 
 

 
     
  令和８年１月２２日（木）  市役所３０１会議室  
 

 
 
出  席  者 
 
 

 
 委   員     藏 田 芳 樹、飯 島 敬 子、松 山 猛 
  事 務 局     都市建設部長(辻井）、入札検査課長（佐野） 

入札係長（森）、検査係長（三浦）、入札係（森） 
 

 
 
審議対象期間        
 

 
 
  令和７年７月１日～令和７年１０月３１日 
 

 
抽 出 案 件        

 
  総件数  ４件 

 
 （備考） 
 
     期間内入札等件数   一般競争入札 ３５件 
                           指名競争入札   ４件 
                           随意契約      ２２件 
 
 

 
一般競争入札        

 
           ２件 

 
指名競争入札        

 
            ２件 

 
随 意 契 約        

 
            件 

 
委員からの意見
・質問、それに
対する回答等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
意 見 ・ 質 問 

 
回    答 

 
別紙のとおり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
委員会による意
見具申又は勧告
の内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
特になし 
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別紙（第３回） 

質     問 回     答 

（１）一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の執行状況について                                
（２）抽出案件の参加資格設定理由及び指名・選定理由について 
      事務局より報告を行いました。 

●抽出案件№４（農業水路等長寿命化
・防災減災事業（矢田地区）：一般競
争入札）について、参加表明した２者
のうち１者が辞退していますが、初め
から参加しなければ良いのではないで
すか。その事情を教えてください。 
 
●抽出案件№25（農業水路等長寿命化
・防災減災事業（宮堂地区）：一般競
争入札）について、対象者が59者にも
かかわらず参加者がいませんが、その
原因を教えてください。 
 
●抽出案件№38（第二期郡山城跡公園
基本設計業務委託：指名競争入札）、
№39（郡山城跡公園整備に伴う設計業
務委託：指名競争入札）について、い
ずれも参加者が１者であり、「２者未
満のため不成立」となっていますが、
その後について教えてください。 
また、参加者が１者の場合、一般競争
入札は成立、指名競争入札は不成立と
されている理由を教えてください。 
 
 
 
 
 
○№６（市営丸尾南団地Ｂ棟外壁等改
修工事：一般競争入札）について、参
加者が１者で落札率が100％に近いが、
予定価格はどのように決定しているの
か教えてください。 

辞退理由は「他工事受注により多忙となった為」であり、入札書
の提出までに他の工事の受注が決まったものと考えられます。 
 
 
 
 
 
本工事における改修対象であるゴム製の水門は、補修等に専門の技
術が必要であるため、参加しなかった業者が多かったものと推測さ
れます。 
また、比較的小規模の工事のため予定価格が低いことから、規模の
大きい業者は参加を見送ったのかもしれません。 
 
どちらの案件も指名の範囲を拡大し、再度指名競争入札を実施して
落札者が決定しています。 
 
 
 
 
 
一般競争入札は、参加資格等一定の条件を満たせば、原則としてど
の業者でも参加できることから、広く参加の機会を開いており、実
質的に競争性が確保されていると考えられます。 
一方、指名競争入札は、市が複数の業者を選んで競争させる方式で
あるため、応札が１者の場合、競争が十分に働かなかったと考え、
入札公告時に「入札者が２者未満となった場合、入札は不成立」と
の条件を設定しています。 
 
予定価格は国や県の積算基準に基づいて算出しています。 

 

（３）入札参加停止措置の運用状況について                                
       

事務局より報告を行いました。 

 
特になし。 

 

（４）案件抽出委員（当番委員）の指名について 
 
      次回の案件抽出委員は、飯島委員に決定しました。 

（５）その他                                    
 

 
      特になし。 

 
 

（６）次回開催日について 
 
      次回開催は令和８年７月２３日（予定）に開催することに決定しました。 

 


